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・ に る 、 等 に じて する 合があるので、定 れた

期日 でに 入するこ 。

保証 、保証 等に があ た 合は、その に

の で を 席する 合、「 席 」（様式 ）により、原 して 日 で

に け出るこ 。当日 を 席をする は、 でに 、その他 の

法により し、その に け出るこ 。

席の が下記に該当する 合は、 （ 席扱い し い） する。

感染症罹患による出席停止

（期間が る証明 「証明書 感染症 」を するこ ）

感染症 いの症 による出席停止 者 その い等を

等による登校

機関の ・ （ 証明書 を するこ ）

（ を するこ ）

（ 日 が る証明等を するこ ）

学校体 大

※「 席 」（様式 ）の該当する項 に、学科 師の 印をも い 出するこ 。

上記 の で を い出る 合は、「 」（様式 ）に「 席 」（様式

）を て、学院 に い出るこ 。

の 合、 （ 席扱い し い）の は次の おりである。

〇 １ 等の血 （ ・ ・ 者・ ）・・・ 日

〇 ２ 等の血 （ ・ ）・・・・３日

〇 その他（おじ・お ・ ・ ）・・・・・・１日

※「 席 」（様式 、様式 ）、「 」（様式 ）

「 （感染症用）」（様式 ）、「証明書（感染症）」（様式 ）

の用 は学 にあり す。 出 法は、学 でお ください。

 学生証を は した は、別記様式により、学院 に 出た上、 に

を受け けれ い。 

 

(健 診 ) 

第17条 学生は、学院が 年定期に する健 診 を受け けれ い。 

 

(健 管 上の ) 

第18条 条の健 診 の 、学校保健安全法（ 和33年法律第56号）その他の法令に

、学院の指 する予防 種 は 種の 等を受け けれ い。 

２ 学院 は、学生の健 管 の に じ、 生 に 当 者及び学 の

が 定される者に対して 療を じ は出席を停止さ るこ がで る。 

 

(  体) 

第19条 学生が 体を結成しよう する には、別記様式により、学生 体 を学

院 に 出て を受け けれ い。 

 

( ・ ・ の 用) 

第20条 学生が 等のた 、学院の ・ は を 用する 合は、あ

じ 別記様式により い出て、学院 の を受け けれ い。 

 

( ・印 の ) 

第21条 学生が学院 において、ビラ、 スター、パンフレットの 、もしくは を

しよう する は、あ じ 別記様式により学院 の を受け けれ

い。 

２ の は、指定された を 用しては い。 

 

(成 の表記) 

第22条 学 第14条の規定により、成 の は下記の おり する。 

(1) 80  ～ 100      

    (2) 70  ～  80    

    (3) 60  ～  70    

    (4) 60         

 

(  ) 

第23条 この学院細 に定 の い 項については、学院 がこれを定 る。 
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法により する。

（ ）を 用し し す。 た、１ の 学科

の に し する 項もあり す。 日 するこ 。

平日の 日の

用はで い。 を 用する 合は、「 ・ ・ 用 」（様式 ）を 出

し、 を受けるこ 。

「 」

学院の 器 等を したり、器 等を した 合、 に に し出るこ 。

による 学

  「 学 書」（様式 ）及び 保 の保 証書等のコ ーを 出し を受ける

に、 ・ イク 学 ステッ ー（ ）を 入し、 り けるこ 。 ・ イ

ク 学 ステッ ーは 体の つ に り け、定 れた に して する

こ 。

原 機 （原 ）、 二 （ イク）による 学

「 学 書」（様式 ）及び 意保 の保 証書等のコ ーを 出し を受ける

図書カードを入れ、名札として着用すること。

�学外実習の為に、実習用通学定期乗車券を購入する場合は、別途申請を必要とする。申請に時間
を要するため、実習開始２週間前には願い出ること。

図書カード 名札 ・名札用ケース及びストラップを紛失、破損した場合は、事務室で購入する
こと。（図書カード（名札）再発行手数料100円、名札用ケース・ストラップ各110円）

に、 ・ イク 学 ステッ ー（ ）を 入し、 り けるこ 。 ・ イ

ク 学 ステッ ーは 体の つ に り け、定 れた に して する

こ 。

による 学

「 学 書」（様式 ）及び 意保 の保 証書等のコ ーを 出し 用の

を るこ 。 用は する。原 して年間を しての 用 し、

用 の い に 証を 行する。 お、 用についての 細を別 定 る。

スクール スによる 学

「スクール ス 用 書」（様式 ）を 出し の を受けるこ 。原 して年間を

しての 用 し、 管 の を する。 の い に

証を 行する。 お、 用についての 細を別 定 る。
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２２１００１
２２２００１
２２３００１
２２４００１
２２５００１

2022
2022
2022
2022
2022

授業中、試験中の携帯電話の使用については、担当講師が許可した場合を除き禁止とする。また
学院施設内で充電することを禁止する。

8

学院内外での事故やケガ等があった場合、速やかに学務課に届け出ること。
総合補償制度「Ｗｉｌｌ」について
入学時に全員、総合補償制度「Ｗｉｌｌ」に加入することとし、学校の正課中及び休憩中、臨床・
臨地実習中、学校行事中、学校に認められた課外活動中、通学中、施設間移動中にケガをしたり、
法律上の賠償責任を負った場合は、保険の対象となるので、学務課に届け出て速やかに手続きを
すること。
　　掛金：年額4,500円（傷害補償、個人賠償責任、感染予防費用補償特約）

⑼　拾得物・遺失物について
学院敷地内及びスクールバス車内での拾得物は、事務室（総務課・学務課）に届け出てください。
また、物品等を紛失した時は、事務室に確認に来るようにしてください。届けられた拾得物の保
管期間はおおむね１か月とします。

⑽
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